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防火対象物状況表 
   は特定防火対象物         (150 ㎡以上)(平成 27 年 3 月 31 日現在) 

対象物数

イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 3
ロ 公会堂又は集会場 84
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

ロ 遊技場又はダンスホール 11

ハ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項
に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（（２）項ニ並びに（１）項イ、（４）項、（５）項
イ及び（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類する
ものとして総務省令で定めるもの

ニ
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）におい
て客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

7

イ 待合、料理店その他これらに類するもの

ロ 飲食店 110
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 256

イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの 21
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 1,875
イ 病院、診療所又は助産所 72

ロ

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム（主として要介護状
態にある者を入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施
設、盲ろうあ児施設（通所施設を除く。）、肢体不自由児施設（通所施設を除く。）、重症心身
障害児施設、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。）、老人
福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の２第４項若しくは第６項に規定する老人短期入所
事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法（平成１７年
法律第１２３号）第５条第８項若しくは第１０項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行
う施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」
という。）

32

ハ

老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料
老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。）、更生施設、助産施設、
保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設（通所施設に限る。）、肢体不自
由児施設（通所施設に限る。）、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援セ
ンター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させる
ものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第５条の２第３項若しくは第
５項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害
者自立支援法第５条第６項から第８項まで、第１０項若しくは第１３項から第１６項までに規定
する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継
続支援若しくは共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）

62

ニ 幼稚園、特別支援学校 24
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他こ
れらに類するもの 142

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 4
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 1
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限
る。)
神社、寺院、教会その他これらに類するもの 62

イ 工場又は作業場 1,354
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
イ 自動車車庫又は駐車場 46
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 2

倉庫 1,178
前各項に該当しない事業場 634

イ
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲
げる防火対象物の用途に供されているもの

376

ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 205
地下街
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたも
のと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防
火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若
しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43
号)の規定によって重要美術品として認定された建造物

1

延長５０ｍ以上のアーケード
市町村長の指定する山林
総務省令で定める舟車

6,562

(19)
(20)

計

(2)

(16の2)

(16の3)

(17)

(18)

(13)

(14)

(7)

(8)

(15)

(16)

(9)

(10)

(11)

(12)

防火対象物(消防法施行令別表第１)

(1)

(3)

(5)

(4)

(6)

 



  

防火対象物別防火管理者選任状況・講習修了者数 
(平成 27 年 3 月 31 日現在) 

種目 

項目 

選 任 者 数  講習修了者数 

甲種 乙種 甲種 乙種 

1 
イ 劇場、映画館等 1  7  

ロ 公会堂又は集会場 52 46 38  

2 

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等   1  

ロ 遊技場又はダンスホール 5  52  

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等     

ニ カラオケボックス、個室ビデオ店等 4 3   

3 
イ 待合、料理店等   1  

ロ 飲食店 31 118 195 49 

4 百貨店、マーケット等 147 27 366 41 

5 
イ 旅館、ホテル等 22 1 83  

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 146  236  

6 

イ 病院、診療所又は助産所 28 3 114 1 

ロ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等 28 1 160  

ハ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター等  40 10 49 5 

ニ 幼稚園、特別支援学校 14  40  

7 小学校、中学校、高校、大学、各種学校等 36 3 263  

8 図書館、博物館、美術館等 3  16  

9 
イ 公衆浴場（蒸気浴場、熱気浴場等） 1    

ロ イ以外の公衆浴場   1  

10 車両の停車場等   2  

11 神社、寺院、教会等 4  10 1 

12 
イ 工場又は作業場 153  1,413 1 

ロ 映画・テレビスタジオ     

13 
イ 自動車車庫又は駐車場     

ロ 飛行機等の格納庫     

14 倉庫 67  433 2 

15 前各項に該当しない事業場 62 12 760 22 

16 
イ 特定複合用途防火対象物 221 17（※） 386 52 

ロ イ以外の複合用途防火対象物 27 4 76 2 

他市からの講習修了者   783 15 

計 1,092 245 5,485 191 

  ※甲種防火対象物に選任されている者を含む。 



  

用途・月別建築同意件数 
(平成 26 年度) 

月別 

項目 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 
計 

1 
イ 劇場、映画館等              

ロ 公会堂又は集会場  1       1    2 

2 

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等               

ロ 遊技場又はダンスホール              

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等               

ニ カラオケボックス、個室ビデオ店等               

3 
イ 待合、料理店等              

ロ 飲食店      1 1 1 1 2  1 7 

4 百貨店、マーケット等  1 1 1 1  1 2  3 3 1  14 

5 
イ 旅館、ホテル等              

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅  1 2 1 2 3  3 4 1 1  18 

6 

イ 病院、診療所又は助産所  1 1 1 2   1   1  7 

ロ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等               

ハ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター等 1   1    1    1 4 

ニ 幼稚園、特別支援学校               

7 小学校、中学校、高校、大学・各種学校等    1         1 

8 図書館、博物館、美術館等              

9 
イ 公衆浴場(蒸気浴場・熱気浴場等)               

ロ イ以外の公衆浴場              

10 車両の停車場等              

11 神社、寺院、教会等    1  1     1  3 

12 
イ 工場又は作業場 1 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 2 21 

ロ 映画・テレビスタジオ              

13 
イ 自動車車庫又は駐車場     1         1 

ロ 飛行機等の格納庫              

14 倉庫 1 1 1 2 1 3 3 4 2 1 2  21 

15 前各項に該当しない事業場 3 6 2 1 1 1 3 2 2   1 22 

16 
イ 特定複合用途防火対象物   1  1 1  1     4 

ロ イ以外の複合用途防火対象物 1    1  1     1 4 

専 用 住 宅  13 13 9 10 17 14 6 8 12 11 17 17 147 

そ の 他           1  1 

計 21 26 18 22 26 28 19 23 26 19 26 23 277 



  

中高層建築物(３階以上) 
 

(150 ㎡以上)(平成 27 年 3 月 31 日現在) 

階 

項目 
３

階 

４

階 

５

階 

６

階 

７

階 

８

階 

９

階 

10 

階 

11 
階 
以 
上 

計 

1 
イ 劇場、映画館等 1         1 

ロ 公会堂又は集会場 2 2 1       5 

2 

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等            

ロ 遊技場又はダンスホール           

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等           

ニ カラオケボックス、個室ビデオ店等 1 1        2 

3 
イ 待合、料理店等           

ロ 飲食店 7 2        9 

4 百貨店、マーケット等 18 1        19 

5 
イ 旅館、ホテル等 3  2 2 1  1 2 1 12 

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 295 218 67 33 22 28 19 13 44 739 

6 

イ 病院、診療所又は助産所 18 4 2   1    25 

ロ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等  9 2 1     1  13 

ハ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター等  1  1  1     3 

ニ 幼稚園、特別支援学校 2         2 

7 小学校、中学校、高校、大学、各種学校等 36 17 3 1      57 

8 図書館、博物館、美術館等 1 1        2 

9 
イ 公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場等)  1         1 

ロ イ以外の公衆浴場           

10 車両の停車場等           

11 神社、寺院、教会等  1         1 

12 
イ 工場又は作業場 108 38 9 3 3 1 1   163 

ロ 映画・テレビスタジオ           

13 
イ 自動車車庫又は駐車場 3 3        6 

ロ 飛行機等の格納庫           

14 倉庫 64 28 11 3 3     109 

15 前各項に該当しない事業場 92 24 14 2 3 2    137 

16 
イ 特定複合用途防火対象物 105 29 10 11 11 2 1 1 1 171 

ロ イ以外の複合用途防火対象物 57 25 13 1  1  1 2 100 

計 825 395 134 56 44 35 22 18 48 1,577 



  

届出事務処理状況（その１） 
 

（平成 26 年度） 

区
分 

    

月
別 

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備 

屋

外

消

火

栓

設

備 

屋

内

消

火

栓

設

備 

泡

消

火

設

備 

粉

末

消

火

設

備 

連

結

送

水

管 

自

動

火

災

報

知

設

備 

非

常

警

報

設

備 

非

常

放

送

設

備 

誘

導

灯 

避

難

器

具 

そ

の

他 

計 

４月 1  1 1   18  2 10 1 1 35 

５月 2 1 1   1 16  2 4 1 2 30 

６月  2 1 1   11 1 2 10 1 5 34 

７月 1 1 2  2  16 2  8 1 4 37 

８月 1    1  14  3 8 4 3 34 

９月 1 1 1 1 1  13 1  6   25 

１０月  1 1    11 1 1 6 1 4 26 

１１月 1    4 1 9 4  9 4  32 

１２月 3  3 1 2  18 2 1 8 1 2 41 

１月 3  1    10 3 2 7 7 6 39 

２月 2 1   1  16 2  9 2 3 36 

３月 2 1 1  1  10  2 7  3 27 

計 17 8 12 4 12 2 162 16 15 92 23 33 396 

※誘導灯には高輝度蓄光式誘導標識を含む。 



  

届出事務処理状況（その２） 
 

（平成 26 年度） 

区
分 

 

月
別 

 
 

  

月
別 

防

火

対

象

物

使

用

開

始

届 

防
火
管
理
者
選
任
（
解
任
）
届 

消

防

計

画

作

成

（

変

更

）

届 

消

防

訓

練

実

施

届 

防
火
対
象
物
点
検
結
果
報
告
書 

消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書 

発
電
・
変
電
・
蓄
電
池
設
備
設
置
届 

炉

・

ボ

イ

ラ

ー

等

設

置

届 

喫

煙

・

裸

火

使

用

等 

禁

止

行

為

解

除

申

請

書 

そ

の

他 

計 

４月 21 46 62 53 3 126 4 10 3 14 342 

５月 6 26 62 49 3 231 2 11 8 16 414 

６月 17 104 109 44 5 106 8 3 4 19 419 

７月 7 30 39 15 1 163 7 5 3 14 284 

８月 8 10 18 40 4 93 14 3 1 6 197 

９月 16 20 20 55 6 134 7 4 1 8 271 

１０月 15 14 17 88 51 176 3 22  10 396 

１１月 21 22 21 63 7 91 6 10 3 6 250 

１２月 16 12 14 32 3 140 6 2  10 235 

１月 13 10 11 25 52 97 8 8  7 231 

２月 15 15 16 38 6 111 9 7  7 224 

３月 22 26 19 46 2 308 5 20 2 9 459 

計 177 335 408 548 143 1,776 79 105 25 126 3,722 

 



  

雑草地調査指導状況 
 

（平成 26 年度）   

区分 

 

 

 

期別 

指導状況(件数) 処理状況(件数) 

依 頼 催 告 合計 
除草 

済み 
未処理 合計 

4 月～10 月 

（青草時期） 
290  290 124 166 290 

11 月～3 月 

（枯草時期） 
81 174 255 90 165 255 

市民通報等 30  30 22 8 30 

合計 401 174 575 236 339 575 

 

 

 

 

草刈機貸出し状況 
 

（平成 26 年度） 

面積単位アール（ａ） 

月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

件数 8 23 29 48 34 44 22 19 6 1 1 2 237 

台数 8 23 29 48 34 44 22 19 6 1 1 2 237 

刈取面積 

(ａ) 

45 56 60 180 76 124 70 65 15 2 1 5 699 

※刈取面積の小数点以下は四捨五入 

 


